
注意！
マイナ免許証を取得される方へ

マイナ免許証の取得後に、マイ
ナンバーカードを更新すると、更
新後のマイナンバーカードには免
許情報が引き継がれません。

本年秋には、更新後のマイナンバーカー
ドに自動的に免許情報が引き継がれる運用
が開始される予定ですが、それまでの間、
マイナンバーカードの有効期限が近づい
ている方は、
○ マイナンバーカードの更新後に、
マイナ免許証取得の手続を行っていた
だくか、
○ 従来の運転免許証との２枚持ちとし
ていただきますよう、

お願いいたします。
なお、現時点では、更新後の新たなマイ
ナンバーカードに免許情報を記録するため
の手数料が必要となります。
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